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１．余熱利用施設の概要について
(１)建設目的

本施設はごみ焼却処理施設である臨海工場の余熱利用施設として建設するものである。
工場の稼働に伴い発生する余熱(電気ｴﾈﾙｷﾞｰ)を市民に対し有効に還元し、併せて周辺の住環

境の向上に資することを目的に整備するものである。市民ニーズと余熱の効率的利用を前提と
して、温海水利用の水中運動プールを中心とした「健康増進ゾーン」と地域交流の促進を目的
とした「コミュニティゾーン」から構成される複合施設として整備する。
健康意識の高まりと地域交流の活性化が求められるなかで、それぞれの行政需要に対するサ
ービスを 『健康・運動・交流』を事業コンセプトとして市民に提供することとしている。、

(２)施設概要
［ 規模等 ］

4130 77建 設 場 所：福岡市東区箱崎７丁目 －
敷 地 面 積：約 ㎡（旧食肉市場跡地の一部）6,000
構造規模等：構 造 地上/ 木造(大断面集成材)及び鉄骨造 地下/ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

階 数 地下１階地上平屋建て
延べ面積 約 2,870㎡ ［ １階2,380㎡、地階490㎡ ］

余熱利用施設
床面積

㎡約 2, 870

健康増進ゾーン コミュニティゾーン 管理共通ゾーン
床面積 約 ㎡ 床面積 約 床面積 約 ㎡1,400 400 1,070㎡

水中運動ゾーン ・和室［ 畳× ］ ・ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙa. 15 2
・ｼﾞｪｯﾄﾌﾟｰﾙ ・ﾌ ﾘｰｽﾍﾟｰｽ(板の間) ・事務室
・ﾌｨｯﾄﾈｽﾌﾟｰﾙ ・土間 ・機械室
・ｴｸｻｻｲｽﾞﾌﾟｰﾙ ・軽食ｺｰﾅｰ
多目的室(ｼﾞﾑ・ｽﾀｼﾞｵ) ・その他b.
浴室［男女各 ］c. 50㎡
ｳｫｰｷﾝｸﾞ情報ｺｰﾅｰd.

［ 施設内容 ］

健康増進ゾーン

◆温海水を用いたプールによる健康づくり支援施設（水中運動プール等）

水中ウォーキングや水中ストレッチ専用のプールを設け、水の中での運動やマッサ
ージ効果によって、市民の健康保持・増進に寄与する施設とする。
日本でも古くから健康に効能があると知られている温海水を用い、運動教室等の開
催などとともに、プール内に発生させる水流や水温度差、水深差によって、負荷や
刺激を効果的に与え、楽しみながら無理なく健康づくりができる施設とする。

◆ウォーキングによる健康づくり支援施設（情報提供ｺｰﾅｰ等）

ウォーキングについての正しい運動方法の指導や情報の提供等を行う。
また、周辺のウォーキングコースの基点としての機能も併せ持つ。

コミュニティゾーン

◆地域コミュニティ促進のための交流スペース

和室と板張りのフリースペース等をひとつの空間に配置し、多世代間の交流と多様
な利用形態が可能な施設とする。
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(３)整備手法について
。本事業の効率的・効果的な推進を目的に整備にあたってはＰＦＩ手法により事業を実施する

ＰＦＩ手法採用にあたっては、本事業の整備スケジュール等の関係から、全庁的な取り組み
とは別に環境局主導により、モデル事業的に実施する。

①ＰＦＩ手法採用の背景・理由
●専門分野の民間企業による施設整備・運営の一体的取組みの必要性

施設の特殊性から運営には民間業者による専門知識と運営ノウハウが必要不可欠。
また、その運営仕様と整合したハード整備が必要。

●インセンティブ契約の導入の必要性
民間業者の有する専門知識や経営能力、経営技術の最大限の発揮が期待できる契約シ
ステムの導入が必要。

●財政面でのコスト縮減
設計・建設における効率化、維持費負担・運営リスクの解消など、財政面でのコスト
縮減が期待できる。

②整備手法の概要
ａ)事業方式 ＢＯＴ方式( )Build Operate Transfer
ｂ)運営期間 １５年間
ｃ)事業スキーム

→民間事業者は、自ら資金を調達して施設の設計・建設を行い、施設を所有し、利用
者からの利用料金と市からのサービス提供料収入によって、市が提示する公共サー
ビスを１５年間にわたって継続して市民に提供する。

→市は民間事業者に対し、土地の無償貸与、電力の無償供給の支援を行うとともに、
事業者が提供する公共サービスの対価の一部として一定のサービス提供料を支払
う。

→運営期間終了後、民間事業者は施設を市に無償で譲渡する。

福岡市

土地の無償貸付 施設無償譲渡直接協定
電気の無償供給 (運営期間終了後)

サービス提供料の支払い

事業者
( )SPC

貸出し 利用料金

金融機関等 施設利用者設計 建設

元利金返済 ｻｰﾋﾞｽの提供

運営・維持管理 資金調達

配当等 出資等

運営会社／建設会社等
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２．ＰＦＩの導入から契約まで
(１)アドバイザリー契約
㈱第一勧銀総合研究所とアドバイザリー契約を締結し、以下の遂行体制で事業を実施。

【事業化検討委員会を設立】
環境局工場建設課、総務課福岡市(環境局)
総務企画局法制課
財政局財政課

アドバイザリー契約

㈱第一勧銀総合研究所
( )Financial Adviser

三井安田法律事務所 ㈱佐藤総合計画
( ) ( )Legal Adviser Technical Adviser

(２)実施方針
平成１２年３月３０日に「実施方針」を公表
実施方針

① 特定事業の選定に関する事項
② 事業者の募集及び選定に関する事項
③ 事業者の責任の明確化等適正かつ確実な事業の実施の確保に関する事項
④ 施設の立地並びに規模及び配置に関する事項
⑤ 契約の解釈に関して疑義が生じた場合の措置に関する事項
⑥ 事業の継続が困難になった場合の措置に関する事項
⑦ 金融上及び税制上の支援に関する事項
⑧ その他特定事業ぞの実施に関し必要な事項
資料１ 予想される責任分担及びリスクの分類・負担
資料２ 事業スキーム図

(３)特定事業の選定
平成１２年５月３０日に「特定事業の選定について」を公表
特定事業の選定
①定量的評価
事業期間中において約 (現在価値ﾍﾞｰｽ)の縮減が期待できる21%
②定性的評価
・利用者ニーズに応じた良質なサービスの提供
・事業の健全性
・事業効率の向上

(４）公募要項の配布
平成１２年５月３０日に「公募要項」配布
公募要項
①事業の概要

市からのサービス提供料の上限額 億円17
②福岡市と事業者の役割分担等
③事業継続が困難となった場合の措置
④応募者の資格
以下の資格要件を満たす構成員からなるグループ
・ﾀﾗｿﾃﾗﾋﾟｰ施設又は水中運動を含む健康増進施設の運営実績を有していること
・建設業法の規定により、建築一式工事につき特定建設業の許可を受けた者で同法
の規定に基づく経営事項審査に係る点数が 点以上の者990
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⑤応募手続き等
⑥事業者の業務として求める条件
□運営・維持管理面における条件(ソフト面)
ａ)サービスの対象者
ｂ)利用者に提供するサービスの内容
ｱ．水中運動サービスの提供
・自由に水中運動が行える環境
・利用者の体力や健康状態、目的に応じた健康づくりを支援するプログラム
の提供

ｲ．ウォーキングによる健康づくり等の情報の提供
ｳ．コミュニティゾーンの利用申込に関する受付・管理業務等

ｄ)営業日・営業時間
ｅ)利用料金
ｱ．水中運動ゾーン利用：大人、 時間、自由利用 円以下。2 800

その他の料金設定は自由
ｲ．ウォーキングゾーン：無料
ｳ．コミュニティゾーン：無料

ｆ)施設の維持管理

□施設面における条件(ハード面)
ａ)基本的考え方
ｱ．施設特性の重視
ｲ．サービス内容と施設計画の整合
ｳ．ライフサイクルコストの考慮

ｂ)建物の規模及び機能的条件
施設規模 床面積約 ㎡3,000
施設機能 各ゾーン毎の必要な設備・機能・仕様

ｃ)設計・施工条件
建築工事共通仕様書及び工事監理指針(何れも建設省監修)に基づき設計施工
のこと

⑦提出資料(提案書)
ａ)設計・建設計画提案書書

設計図、透視図、設計説明書等
ｂ)運営・維持管理計画提案書

運営及び維持管理に関する各提案書
ｃ)事業計画提案書

工事費概算見積書、事業計画書、ｻｰﾋﾞｽ提供料提示額、金融機関関心表明書等

(５)提案審査
①審査委員の構成

委員長 小野 隆弘 （長崎大学環境科学部助教授）
副委員長 西岡 和男 （福岡市健康づくり財団理事長）
委員 上園 慶子 （九州大学健康科学センター助教授）
委員 西山 徳明 （九州芸術工科大学芸術工学部環境設計学科助教授）
委員 森山 英子 （社団法人日本エアロビックフィットネス協会代議員

福岡大学スポーツ科学部非常勤講師）
委員 酒井 勇三郎（福岡市環境局長）
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②提案書審査手順
ツーエンベロップ方式により審査

一 次 審 査
設計・建設計画提案書及び運営・維持管理提案書の審査

［ ］価格以外の審査

↓ 一次審査を通過した応募者の事業計画提案書を開封

二 次 審 査
事業運営の安定性を検証したうえで提案価格(ｻｰﾋﾞｽ提供料)評価

［価格の評価］

③審査項目及び審査配分
ａ）設計・建設計画
ｱ．施設の機能性・快適性( )40%
ｲ．環境向上に資するデザイン性( )20%
ｳ．建物仕上げの良質性( )10%
ｴ．環境・省エネに対する配慮( )10%
ｵ．設計・建設計画の実現可能性( )20%

ｂ ．運営・維持管理計画）
ｱ．運営計画の適切性及びその実現可能性( )30%
ｲ．サービスの良質性及びその実現可能性( )40%
ｳ．維持管理の適切性( )30%

（６）契約等
平成１３年１月１８日に仮契約
平成１３年２月２３日に議会承認
・事業契約(随意契約) 契約書等の構成(別添資料１参照)
・債務負担
・土地の無償貸与

（７）モニタリング
［各フェーズにおけるモニタリング］
①設計段階
ａ)進捗に合わせて状況と内容を市に報告
ｂ)実施設計図書の提出と市の確認

②建設段階
ａ)工事監理者をして適宜、市に工事状況を報告。及び市の立入り確認
ｂ)市による中間確認
ｃ)市による完工確認

③運営段階
ａ)運営協議会の設置
ｂ)運営内容の監視・評価
事業者のセルフ・モニタリング方式
［事業者／運営・維持管理報告書の作成・提出→市／報告書の確認・評価］

ｃ)市による立ち入り確認
ｄ)利用者アンケート

④事業終了段階
ａ)市による譲渡前検査
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契契契契    約約約約    書書書書 

第１章 総則 
第２章 本件土地の使用貸借 
第３章 本件施設の設計 
第４章 本件施設の建設 
第５章 本件施設の運営及び維持管理 
第６章 本件施設の譲渡 
第７章 契約期間及び契約の終了 
第８章 法令変更 
第９章 不可抗力 
第10章 協議会 
第11章 その他 
第12章 雑則 

《本《本《本《本    編》編》編》編》 

《別《別《別《別    紙》紙》紙》紙》 

別紙１ 日程表 
別紙２ 事業概要書 
別紙３ 実施設計に伴う提出図書  
別紙４ 中間確認事項 
別紙５ 完工確認事項 
別紙６ 事業者が付保すべき保険 
別紙７ 竣工に伴う提出図書 
別紙８ 業務報告書の構成 
別紙９ サービス手数料の減額方法 
別紙10 譲渡前検査事項 
別紙11 法令変更による損害金分担規定 
別紙12 不可抗力による損害金分担規定 
別紙13 保証書の様式 
別紙別紙別紙別紙14 運営仕様書運営仕様書運営仕様書運営仕様書 
別紙別紙別紙別紙15 維持管理仕様書維持管理仕様書維持管理仕様書維持管理仕様書 
別紙16 定義集 

《《《《 関係要領等関係要領等関係要領等関係要領等 》》》》 

１． 業務計画書等作成要領 
２． 協議会設置要項 
３． コミュニティゾーン管理要項 
４． 電力の供給に関する覚書及び運用申合書 

 
別紙別紙別紙別紙14：運営仕様書：運営仕様書：運営仕様書：運営仕様書 
 
■総則 
 
①施設営業業務の仕様 
●年間営業日数 
●休館日 
●基本営業時間 等 

②海水プール運営業務の仕様 
●利用者に対するサービス 
●利用料金 
●海水利用 等 

③ウォーキングサービス提供業務の仕様 
●利用者に対するサービス 
●提供情報メニュー 
●提供方法 

④浴室管理業務の仕様 
●利用者に対するサービス 
●水質管理 
●利用料金 等 

⑤コミュニティゾーン管理業務の仕様 
●利用者に対するサービス 
●利用料金 
●利用の受付 等 

 
別紙別紙別紙別紙15：維持管理仕様書：維持管理仕様書：維持管理仕様書：維持管理仕様書 
 
■総則 
 
⑥保全管理業務の仕様 
●建物保全管理業務 
●設備保全管理業務 

 
⑦日常管理業務の仕様 
●清掃業務 
●警備業務 
●植栽管理業務 

①施設営業業務報告書①施設営業業務報告書①施設営業業務報告書①施設営業業務報告書 
●年間営業日数 
●休館日 
●基本営業時間 等 

 
②海水プール運営業務報告書②海水プール運営業務報告書②海水プール運営業務報告書②海水プール運営業務報告書 
●利用者に対するサービス 
●利用料金 
●海水利用 等 

 
③ウォーキングサービス提供業務報告書③ウォーキングサービス提供業務報告書③ウォーキングサービス提供業務報告書③ウォーキングサービス提供業務報告書 
●利用者に対するサービス 
●提供情報メニュー 
●提供方法 

 
④浴室管理業務報告書④浴室管理業務報告書④浴室管理業務報告書④浴室管理業務報告書 
●利用者に対するサービス 
●水質管理 
●利用料金 等 

 

⑤コミュニティゾーン管理業務報⑤コミュニティゾーン管理業務報⑤コミュニティゾーン管理業務報⑤コミュニティゾーン管理業務報告書告書告書告書 
●利用者に対するサービス 
●利用料金 
●利用の受付 等 

 
⑥保全管理業務報告書⑥保全管理業務報告書⑥保全管理業務報告書⑥保全管理業務報告書 
●建物保全管理業務 
●設備保全管理業務 

 
 
⑦日常管理業務報告書⑦日常管理業務報告書⑦日常管理業務報告書⑦日常管理業務報告書 
●清掃業務 
●警備業務 
●植栽管理業務 

業務計画書業務計画書業務計画書業務計画書 
作成者：ＳＰＣ 

業務計画書等作成要領を踏まえ市に毎年提出 

年間運営業務計画書年間運営業務計画書年間運営業務計画書年間運営業務計画書 
 
①施設営業業務計画 
●年間営業日数 
●休館日 
●基本営業時間 等 

②海水プール運営業務計画 
●利用者に対するサービス 
●利用料金 
●海水利用 等 

③ウォーキングサービス提供業務計画 
●利用者に対するサービス 
●提供情報メニュー 
●提供方法 

④浴室管理業務計画 
●利用者に対するサービス 
●水質管理 
●利用料金 等 

⑤コミュニティゾーン管理業務計画 
●利用者に対するサービス 
●利用料金 
●利用の受付 等 

 
 
年間維持管理業務計画書年間維持管理業務計画書年間維持管理業務計画書年間維持管理業務計画書 
 
⑥保全管理業務計画 
●建物保全管理業務 
●設備保全管理業務 

 
⑦日常管理業務計画 
●清掃業務 
●警備業務 
●植栽管理業務 

業務報告書（月次）業務報告書（月次）業務報告書（月次）業務報告書（月次） 
作成者：ＳＰＣ 

業務計画書を踏まえ市に毎月提出 

 
■別添資料１ 契約書等の構成について 

 

 

 

 

業業業業

務務務務

計計計計

画画画画

書書書書

等等等等

作作作作

成成成成

要要要要

領領領領 
 

年間業務報告書年間業務報告書年間業務報告書年間業務報告書 
作成者：ＳＰＣ 

・年間の業務報告書として市に提出 
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■ 運営の監視・評価と支払い別添資料２
事 業 年 度

第１四半期 第２四半期 第４四半期

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 ２月 ３月 ４月

年間業務計画に基づき運営年年年年
間間間間
業業業業
務務務務事

立計計計計
通 サ 年 【サービス提供料の支払い】業 画画画画 4 5 6 ち

月 月 月 知 間書書書書

ー

入
年間業務計画書に基づき運営者 のののの 次 次 次 結 ビ 業り

業 業 業 果 ス 務 ↓作作作作 調 運
運営の結果を毎月報告成成成成 務 務 務 に 提 報査

報 報 報 基 供 告 ↓の
報告書に基づき四半期毎に支払う告 告 告 づ 料 書結 営

書 書 書 き 受 作果
作 作 作 支 領 成を

協成 成 成 払 報
告い
書請

議求 に
反提 通 提 通
映出 知 出 知

会提 通 提 通 提 通

【運営協議会】(市と事業者により構成)出 知 出 知 出 知

原則として各年度当初に開催
1. 前年度財務実績、運営実績等の報告年年年年 業 支 サ 年
2. 前年度業務結果の報告及び確認間間間間 報 報 務 払 適 間

ー

3. 当該年度営業計画、運営計画等の報業業業業 告 告 報 い ビ 宜 業
4. 利用料金等の見直し協議務務務務 書 書 告 請 ス 立 務
5. その他計計計計 確 確 書 求 提 ち 報

認 認 内 書 供 入 告市 画画画画
容 精 料 り 書書書書書
確 査 の 調 ののののの
認 支 査 確内内内内

払 認容容容容
い確確確確

認認認認

年 間 業 務 計 画 書年 間 業 務 計 画 書年 間 業 務 計 画 書年 間 業 務 計 画 書
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臨海工場建設事業全体スケジュール臨海工場建設事業全体スケジュール臨海工場建設事業全体スケジュール臨海工場建設事業全体スケジュール■ 別添資料３■ 別添資料３■ 別添資料３■ 別添資料３

１４年度１４年度１４年度１４年度年度年度年度年度 平成９年度 平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度平成９年度 平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度平成９年度 平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度平成９年度 平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ２ ３ ４ ５工事工事工事工事 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12

プ
着工 詳細承認設計 機器工場制作 ▽ 工事完了臨 ラ H8/9/20 3/7

ン海
△プラント本格的現場着工 △受電 △試運転開始工 ト

▽工場本格稼働場 工
事建

設環
事境

新局 業
工事完了関 築 H9/12/18 着工 9/22

工連
事工

事

法公布 施行 基本方針公布PFI
◆ ◆ ◆
7/30 9/24 3/13

余
基本計画 基本設計 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ業務委託 その１ ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ業務委託 その２熱 ＰＦＩ ＰＦＩ

利
用

電施 特定事業の選定
力設 公募要項配布 契約（議決）
供整 手続関係 実施方針公表 公募手続き▼ ▼ ▼

給備
開事 議会関係 議会説明 議会報告 議会承認★ ★ ★

始業

民間事業者
運営開始提案書提出 優先交渉権決定

4/1▼ ▼ ▼▼ ▼ ▼▼ ▼ ▼▼ ▼ ▼応募申請 契約▼ ▽設 計・ 建 設

農 食
林 整 肉

新食肉市場建設工事 旧食肉市場解体工事水 備 市
産 事 場
局 業
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■ ＰＦＩ事業手続きスケジュール■ ＰＦＩ事業手続きスケジュール■ ＰＦＩ事業手続きスケジュール■ ＰＦＩ事業手続きスケジュール別添資料４

年度 年 月 手続きフロー 備 考年度 年 月 手続きフロー 備 考年度 年 月 手続きフロー 備 考年度 年 月 手続きフロー 備 考

基 本 設 計10年度10年度10年度10年度

11年度11年度11年度11年度
市内部の意志決定 → 決定内容 ・施設の内容についてH12/ 1/21

・整備手法について

余熱利用施設整備事業概要説明 ・施設概要H12/ 2/23 議 会 →
・整備手法
・事業スケジュール

実施方針公表 → 事業の実施について概要公表H12/ 3/30
〔 、 、 〕事業概要 施設概要 募集・選定等に関する事項等

12年度12年度12年度12年度
特定事業の選定 → 実施方針に基づき、 手法で実施することが適当とH12/ 5/30 PFI

判断されたため、特定事業として選定

公募要項公表H12/ 5/30
5/31 6/ 9公募要項配布 ～

↓
5/31 6/13応募者受付 ～

↓
6/15応募者資格審査

↓
6/21現場説明会

↓
月議会 質問・回答 第 回 第 回H12/ 7/ 4 6 1 2
経過報告 ↓

追加資料配付 条件規定書等8/ 9
↓

質問・回答 第 回3
↓

9/12 9/14提案書受付 ～
↓

〔 〕提案内容審査 審査委員会による審査( 回開催)5
優先交渉権者決定H12/11/ 8

契約細目協議

仮契約H13/ 1/18

契約H13/ 2/23 議 会 → ・
債務負担・
公有財産の無償貸与・

設 計
13年度13年度13年度13年度

建 設

運 営 開 始 運営内容監視・評価14年度14年度14年度14年度 H14/ 4/ 1
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■ 別添資料５  応募者の概要と優先交渉権者選定までのフロー 

応応応応    募募募募    者者者者    

フジタグループフジタグループフジタグループフジタグループ 大木建設グループ大木建設グループ大木建設グループ大木建設グループ    

代表者 株式会社フジタ 

株式会社ピープル 

株式会社内藤建築事務所 

三井物産株式会社(追加構成員) 

株式会社ゼクタ(追加構成員) 

代表者代表者代表者代表者    大木建設株式会社大木建設株式会社大木建設株式会社大木建設株式会社    

株式会社ｳﾞｨ・ﾋﾟｰ・ﾋﾟｰｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ株式会社ｳﾞｨ・ﾋﾟｰ・ﾋﾟｰｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ株式会社ｳﾞｨ・ﾋﾟｰ・ﾋﾟｰｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ株式会社ｳﾞｨ・ﾋﾟｰ・ﾋﾟｰｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ    

丸紅株式会社丸紅株式会社丸紅株式会社丸紅株式会社((((追加構成員追加構成員追加構成員追加構成員))))    

株式会社日立建設設計株式会社日立建設設計株式会社日立建設設計株式会社日立建設設計((((追加構成員追加構成員追加構成員追加構成員))))    

 
 
審審審審            査査査査    
《１《１《１《１    次次次次    審審審審    査》※査》※査》※査》※50505050 点満点点満点点満点点満点    

設計・建設 
計画 34.4334.4334.4334.43 点点点点＞30.0点（基準点） 33.3333.3333.3333.33 点点点点＞30.0点（基準点） 

運営・維持 
管理計画 33.4933.4933.4933.49 点点点点＞30.0点（基準点） 34.2334.2334.2334.23 点点点点＞30.0点（基準点） 

                                              
 
 
《２《２《２《２    次次次次    審審審審    査》※上限価格は査》※上限価格は査》※上限価格は査》※上限価格は 17171717 億円億円億円億円    

事業計画の安定性を検証 

サービス 
提 供 料    1,689,9751,689,9751,689,9751,689,975 千円千円千円千円 1,190,0001,190,0001,190,0001,190,000 千円千円千円千円 

                                                   
 
 
 

審査結果審査結果審査結果審査結果    次点優先交渉権者 優先交渉権者優先交渉権者優先交渉権者優先交渉権者    

 
 
    
    

〔株式会社タラソ福岡〕を設立〔株式会社タラソ福岡〕を設立〔株式会社タラソ福岡〕を設立〔株式会社タラソ福岡〕を設立    

設  立  日：平成１２年１２月２１日 
代表取締役：大護 凱春 
出  資  者：大木建設株式会社 

株式会社ｳﾞｨ・ﾋﾟ ・ーﾋﾟｰｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ 

株式会社日立建設設計    

 

契約を締結 
( 随意契約 ) 

福岡市 
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